
第３回テンサイシストセンチュウ対策検討会議の概要

（平成30年３月９日 開催）

Ⅰ 報告事項

農林水産省から、昨年９月のテンサイシストセンチュウ（Ｈｓ）の発生

確認を受けて実施された、試験研究の結果及び侵入原因調査の進捗状況に

ついて以下のとおり報告。

専門家から、これまでに実施した取組は妥当とされた。

１ 試験研究の結果 （農林水産業･食品産業科学技術研究推進事業｢緊急研究課題｣）

（１）侵入経路解明のための遺伝情報分析

Ｈｓについて、ﾐﾄｺﾝﾄﾞﾘｱ及び核リボゾームDNAの特定領域の遺伝子配

列の比較結果を系統樹を作成して分析したところ、国内初確認種は米国、

韓国等に発生する系統と極めて近縁であることが判明。

（２）まん延防止のための対抗植物の探索

22種の作物・品種を探索し、ダイコンの一品種が次世代のシスト形成

がなく対抗植物として利用する可能性を確認。

（３）防除マニュアルの作成

発生地域を対象に、防除の実施に必要なＨｓの初期症状、発生ほ場内

における農機具洗浄の留意点等をマニュアル案として整理。

その他、農薬の適用拡大の予備調査を実施。

２ 侵入原因調査の進捗状況

本年２月に侵入原因調査チームを設置。海外からの侵入に関与した要因

として、Ｈｓ発生国から輸入された農業機資材、苗、野菜（ほ場への廃棄）

が考えられた。

しかしながら、これらに関して、長野県と連携して行った聞き取りや輸

入検疫における検査実績等を検討した結果、侵入経路の特定には至らなか

った。

３ 発生状況追加調査の結果

Ｈｓが発見されたキャベツ等５品目を対象に、全国31都府県で2,716件

の聞取調査を再度実施した上、必要と判断された８県で42件の土壌調査を

行った。その結果、新たな地域でＨｓは確認されなかった。



Ⅱ 検討事項

農林水産省から、Ⅰの報告を踏まえ、以下のとおり植物防疫法に基づく

今後の防除対策が提案された。Ｈｓの発生範囲は限定的であること、防除

対策の効果が確認されていること、防除地域において、寄主植物の作付け

の禁止及び移動制限の実施が可能であり、この防除対策は適切とされた。

１ 今後の防除対策

（１）実施内容

ア 防除区域 ：長野県諏訪郡原村の一部地域

イ 防除期限 ：平成30年度末

ウ 防除の対象 ：テンサイシストセンチュウ

エ 防除内容 ：（具体的な防除内容は別紙参照）

① 防除区域内の発生ほ場における寄主植物の作付けの禁止

② 防除区域内のＨｓの付着しているおそれのある植物等の移動規制

③ 発生ほ場における石灰窒素の散布、土壌くん蒸（複数回）の実施

等を組合せた防除

（２）防除対策の解除要件

石灰窒素、土壌くん蒸（複数回）等を組み合わせた防除を実施したほ

場について、土壌検診を実施しＨｓが検出限界以下となること。

２ 今後の防除・調査計画

（１）平成30年４月末：植物防疫法に基づく防除対策の開始。

（２）平成30年秋 ～ ：土壌検診を開始。対策検討会議を開催し、防除対

策の効果の検討。

（３）平成31年３月末：防除対策の解除（予定）。

３ その他

防除対策に資する試験研究について、継続して実施していくこととされ

た。また、今回侵入に関与した可能性が考えられた要因については、各県

に周知し、改めて防除対策に万全を期すこととされた。



別紙 

ﾃﾝｻｲｼｽﾄｾﾝﾁｭｳの植物防疫法に基づく防除の概要 

 

１．防除区域 

本線虫が発見されたほ場が存在する長野県諏訪郡原村の一部地域を防除

区域として指定。 

 

２．防除の実施 

 発生ほ場において、複数回の土壌消毒を実施。 

 

３．作付けの禁止 

防除区域内の発生ほ場においては、原則、しょくようだいおう、ほうれ

んそう、あぶらな属植物及びふだんそう属植物（以下「寄主植物」という。）

の作付けを禁止。 

 

４．移動制限等 

（１）寄主植物の地下部及び土の付着した寄主植物以外の植物の地下部等を 

防除区域外に移動する場合には、植物防疫官がﾃﾝｻｲｼｽﾄｾﾝﾁｭｳのまん延の

おそれがないことを確認したもののみ、移動を許可。 

（２）農業機械等に付着した土については、ほ場内での洗浄等の徹底を指導。 

 

５．植物防疫法に基づく防除の期限 

 植物防疫法に基づく防除の期間は、平成 30年度末を期限。 


